
令和８年３月定例教育委員会会議録 

 

 令和８年２月２４日 定例熊谷市教育委員会を熊谷市役所６０３東会議室に

招集する。 

 

○ 出席者 

  渋谷 昌美、小林 敏宏、大石 聡一、石井 智章、上松 妃都美 

○ 出席事務局 

  教育次長           三友 孝二 

参事兼学校教育課長      中谷 樹 

  教育総務課長         小暮 洋久 

  社会教育課長         小澤 信行 

  社会教育課文化財保護・    

市史編さん担当副参事     𠮷野 健 

  妻沼図書館長         大野 浩 

  教育総務課副課長       増田 彩子 

  教育総務課主査        宮尾 美和 

   

１３時３０分 ３月定例教育委員会開会 

 

 
教育長から、令和８年３月定例熊谷市教育委員会の開会の宣言があった。 

事務局から、傍聴希望者がいない旨の報告があった。 

教育長が、本会議の会議録の署名人に小林委員を指名した。 

２月定例教育委員会の会議録については、出席委員全員の承認を得た。 

教育長から、議案第６号、１２号及び１３号は、人事案件のため、会議録に載せ

ない旨の発議があり、出席委員全員が賛成し非公開で行われることに決定した。 

 

日程第１（報告第３－１号）寄附申出について 

教育総務課長から、市内在住の川野邉敦様より、戦争資料として、海軍関係戦争

資料一括１６点、３０万円相当を、行田市在住の里見正則様より、美術資料として、

里見明正作品及び参考資料一式、３２３万円相当を、市内在住の新井英範様より、

美術資料として、佐藤虹二関連資料一式、６３万円相当を、それぞれ寄附申出いた

だいたとの報告があった。 

 

日程第１（報告第３－２号）３月教育委員会行事予定について 

教育総務課長から、２月２５日から３月１７日まで市議会３月定例会が開催され、

３月３１日には学校教職員退職者感謝状贈呈式と３月臨時教育委員会を、４月１日



には学校教職員辞令伝達式と４月定例教育委員会をそれぞれ開催するとの報告があ

った。 

 

日程第１（報告第３－３号）３月市議会定例会における教育委員会関連の議案の概

要について 

 教育総務課長から、３月市議会定例会における教育委員会関連の議案の概要につ

いて説明があった。 

 初めに、令和７年度一般会計補正予算の歳出について、№１の「育英資金貸付事

業」は、育英資金貸付事業に対する寄附をいただいたことから、育英資金貸付基金

への積み立てを行うもので、№２の「小学校維持管理経費」から№５の「中学校図

書館図書等整備事業」までは、「三尻小学校及び三尻中学校を主とした教育振興、並

びに熊谷市の児童生徒の教育のため」として、寄附をいただいたことから、この寄

附金を活用して、三尻小学校と三尻中学校にサッカーゴールやデジタルタイマー、

図書等を整備するほか、小中学校に製氷機を設置するものである。№６の「小学校

校舎大規模改造事業」は、令和８年度事業を前倒しして計上するもので、熊谷西小

学校及び佐谷田小学校の校舎について、外壁改修や屋上防水工事等の大規模改修工

事を行う。№７の「小学校体育館空調設備整備事業」と№８の「中学校体育館空調

設備整備事業」は、令和８年度事業を前倒しして計上するもので、小学校５校、中

学校３校の体育館空調設備設置工事と小学校１校の断熱改修工事を行うもので、順

次、全ての小中学校の体育館の空調整備を進めていく。№９の「物価高対応中学校

給食費支援事業」は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、給食食材費の高騰

に伴う令和６年度給食費改定額について、今年度に引き続き、令和８年度も公費負

担するための経費を計上し、小学校については、国の制度に基づいた、給食費無償

化を実施することから、中学校のみの経費を計上する。 

 次に歳入について、№１は、歳出で説明した小学校校舎大規模改造事業への国の

交付金で、№２についても、歳出で説明した「空調設備整備臨時特例交付金」は、

小・中学校体育館空調設備整備事業への国の交付金である。№３の概要欄、育英資

金貸付基金寄附金は、匿名の方から寄附をいただいたもので、歳入補正し、同じく

概要欄、熊谷教育推進寄附金は、三尻地区出身の方から２，０００万円の寄附をい

ただいたものと、令和７年１０月から１２月までに受入れした１６件のふるさと納

税について歳入補正をする。№４の「教育債」は、小学校校舎大規模改造事業と小・

中学校体育館空調設備整備事業の財源として借り入れる「学校施設整備事業債」を

計上するものである。 

最後に、「繰越明許費」について、№１から№４までは、歳出で説明した三尻小学

校、三尻中学校をはじめとする小中学校に備品等を整備するもので、適切な納品期

間を確保するため、全額を繰り越しするものである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №５、№６、№７は、歳出で説明した小学校校舎大規模改造事業と小・中学校体

育館空調設備整備事業について、国の補助金の追加交付決定に対応するため、翌年

度事業を前倒しすることに伴い、全額を繰り越しするものである。№８は、歳出で

説明した「物価高対応中学校給食費支援事業」だが、この事業は、令和７年度の国

の物価高騰対応・重点支援・地方創生・臨時交付金を活用するもので、令和７年度

に予算化し、翌年度に全額を繰り越しして実施するものである。№９の「地域会館

整備事業」は、大幡、三尻、佐谷田の地域会館建設工事で使用するプレカット木造

躯体について、製造所における製作工程に遅れが生じたことにより、工期内での完

成が困難となったことから、当該地域会館の建設工事、設備工事及び電気工事を繰

り越しするものである。 

（質疑等） 

 大石委員から、体育館空調設備について具体的にどのようなものが整備されるの

かとの質問があり、教育総務課長から、都市ガスが通っている地域については自立

型ＧＨＰ方式、都市ガスが通っていない地域はガスバルクを設置する液体プロパン

ガスの自立型のＧＨＰ方式を採用し、電気供給がなくなってもガスの供給さえあれ

ば発電をしながら冷却が可能で、小学校では室内機を１２機、キャットウォークの

下に取り付けるとの回答があった。 

 石井委員から、令和８年度事業の前倒しを行うことで、令和９年度事業を令和８

年度に繰り上げることはあるのかとの質問があり、教育総務課長から、令和９年度

当初に予定している事業で、また今年度と同じように、国で補正予算が示された場

合には、内定を受けて前倒しとなる可能性はあるとの回答があった。 

 

日程第１（報告第３－４号）令和８年度教育関係予算主要事業について 

 教育総務課長から、３月市議会定例会に提出した令和８年度予算主要事業一覧表

の教育委員会所管分について説明があった。 

 令和８年度当初予算編成については、第２次総合振興計画の後期基本計画に基づ

く施策を引き続き推進するとともに、持続的に成長・発展する熊谷の未来のまちづ

くりに向け、まちの活性化や新たな経済活動の創出のための積極的な予算編成とな

っており、子育て家庭が安心して子どもを産み育てられ、子どもたちが健やかに成

長できる地域社会の実現に向け、必要な施策に重点配分したものとなっている。 

 主なものとして、「№１ 小学校給食費無償化事業」は、小学校の給食費について、

国の制度に基づき、令和８年４月から無償化することにより、子育て世帯の経済的

な負担軽減を図るものである。「№４ 学校給食費第三子以降無償化事業」は、多子

世帯の経済的負担の軽減のため、市内の中学校、私立の小・中学校等に通う第三子

以降の児童・生徒の給食費を補助するものである。「№９ 防災ノート導入事業」は、

児童・生徒の防災意識の向上と学校における防災教育の充実を図るため、発達段階



 

に応じた防災ノートを作成する事業である。「№１２ 公民館修繕等推進事業」は、

公民館の有効活用を図るため、老朽化した施設の大規模修繕工事等を計画的に実施

しているもので、令和８年度は、荒川公民館の大規模改修工事設計を行う。「№１３ 

妻沼図書館大規模改修事業」は、図書館利用者の安全性や利便性の観点から、個別

施設計画に基づき、大規模改修を実施するものである。「№１４ 展示品レプリカ作

製事業」は、郷土熊谷に関連する国宝・国指定重要文化財について、博物館施設等

で展示するための、高レベルのレプリカを作成する事業で、令和８年度は、国指定

重要文化財である「埴輪 馬」のレプリカを作製する。「№１５ マンガ制作事業」

は、令和５年度の「直実・蓮生物語」、令和６年度の「斎藤実盛と妻沼聖天山」、令

和７年度の「友山・武香物語」に引き続き、第４弾として、日本で最初の公許女性

医師となった郷土の偉人「荻野吟子」の功績と生涯を親しみやすいマンガ形式で紹

介する事業である。「№１６ 地域会館整備事業」は、老朽化した地域公民館等の機

能を引き継ぎ、生涯学習・地域活動の拠点となるべき地域会館を整備するもので、

令和８年度は、三尻、佐谷田、大幡、大麻生の４地域会館の外構工事及び既存公民

館の解体工事を行う。 

 

日程第１（報告第３－５号）教育長職務代理者の指名について 

教育総務課長から、令和８年４月１日からの教育長職務代理者について教育長が

大石教育委員を指名したとの報告があった。 

  

日程第１（報告第３－６号）公益財団法人熊谷市文化振興財団令和７年度事業計画

書について 

社会教育課長から、公益財団法人熊谷市文化振興財団の事業計画書及び収支予算

書について説明があった。 

 公益目的事業では、埼玉交響楽団及び熊谷吹奏楽団の育成事業、芸術文化活動へ

の参加を促進するための事業、舞台芸術等の鑑賞事業を、収益目的事業では、施設

貸館や図書館業務の受託等が主な内容であるとの説明があった。令和８年度収支予

算書について、収入、支出それぞれの合計額は４億３，８６０万５千円、前年度比

８９５万８千円の増となっており、この報告書については財団の理事会及び評議会

において既に議決済みであるとの説明があった。 

 

日程第２（議案第５号）江南幼稚園の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

 教育総務課長から、江南幼稚園の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則につい

て説明があった。 

 令和８年３月３１日に熊谷市立江南幼稚園が閉園することで熊谷市立の幼稚園が

無くなるため、熊谷市立幼稚園管理規則、熊谷市立幼稚園給食実費徴収規則を廃止



 

する。 

また、熊谷市教育委員会部局の職員の職名に関する規則、熊谷市教育委員会公印

規則、熊谷市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例施行規則、熊谷市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則につい

ては、市立幼稚園がなくなることで、それぞれ条文中の名称等が変更になるものを、

削除、改正するものである。 

（議案は原案どおり可決） 

 

日程第２（議案第７号）熊谷市立小・中学校服務規程の一部を改正する訓令 

日程第２（議案第８号）熊谷市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

学校教育課長から、本議案２件は、埼玉県立学校職員服務規程の一部改正等に伴

い、所要の改正を行うものであるとの説明があった。 

改正内容は大きく３点あり、１点目は勤怠管理システムの導入、２点目は育児に

係る部分休業の拡充、３点目が学校のフレックスタイム制の導入である。 

まず、勤怠管理システムの導入については、既に導入されている校務支援システ

ムの中に、勤怠管理機能があることから、令和８年４月からシステムによる勤怠管

理を本格導入するもので、これまでは、紙の出勤簿に判子を押して勤怠管理を行っ

ていたが、システム導入後は出退勤の打刻管理だけでなく、出張や休暇情報の登録、

勤務整理簿の出力なども可能となり、正確な勤怠管理の把握ができるだけでなく、

職員の事務負担軽減にも大きく寄与する。 

２点目の部分休業の拡充については、現行の１日につき２時間を超えない範囲内

の部分休業を第１号部分休業とし、勤務時間の始めと終わりに限らず、任意の時間

に取得することができるようになった。また、１年につき、１０日相当に値する７

７時間を超えない範囲内で、１日の勤務時間の全部または一部について勤務しない

ことができる部分休業を第２号部分休業として新設し、学校職員はいずれかを選択

することが可能となった。 

３点目のフレックスタイム制の導入については、学校職員の勤務時間の割り振り

方を、校長が校務の正常な運営を妨げないと認める場合に、学校職員の申告を経て、

１～４週間ごとの期間につき、一週間当たり３８時間４５分となるように当該職員

の勤務時間を割り振ることができるもので、勤務時間を変えずに、時間のずらしが

可能となる。 

校務を妨げるか否かの判断としては、授業及び学校行事に支障がないこと、教科・

学年・校務分掌等に係る業務に支障がないこと、部活動・生徒指導の業務に支障が

ないこと、窓口・電話対応に支障がないこと、等が考えられるが、これらを条件に、

校長が判断することとなる。 



 

なお、両議案ともに、施行日は令和８年４月１日である。 

（質疑等） 

石井委員から、部分休業の申請方法や申請時期について質問があり、学校教育課

長から、制度の利用を希望する場合は、第１号部分休業あるいは第２号部分休業を

選択の上、部分休業申出書をあらかじめ年度初めに所属長へ提出し、実際の取得に

ついては、休業が必要な際に、休業簿を使用し都度管理を行っていくとの回答があ

った。 

石井委員から、フレックス制度導入にあたり具体的な運用等について質問があり、

学校教育課長から、９時～１６時をコアタイム、５時～９時及び１６時～２２時を

フレキシブルタイムとし、このフレキシブルタイムの中で勤務を増やしたり、休み

を入れることが可能で、例えば、通常１日あたり７時間４５分の勤務のところを、

８時間４５分勤務し、その超過した時間分を貯めて、丸１日勤務をしない日を設定

することが可能であるとの回答があった。 

大石委員から、一般の事業所だとコアタイムが１０時～１４時くらいだが、学校

は子どもが中心で固定された時間が多く、また、担任でクラスを持っている教員も

いるので、制度の利用にあたっては色々課題があるのではないかとの質問があり、

学校教育課長から、学校の場合コアタイムが長いので、本制度が学校現場に馴染む

のかという課題はあるが、現場で無理のない範囲で、本制度を活用してほしいとの

回答があった。 

（議案は原案どおり可決） 

 

日程第２（議案第９号）熊谷市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措

置実施計画 

学校教育課長から、本計画は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法」が改正され、新たに第８条に業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定に取り組むことが明文化されたことに伴い、策定するものであるとの説明が

あった。 

計画の趣旨は、県の「学校における働き方改革基本方針」が令和４年に改正され、

教職員の時間外在校等時間について、原則月４５時間以内、年３６０時間以内とい

う数値目標が示され、教師のウェルビーイングの確保、働きやすさと働きがいの両

立が掲げられたことから、本市教育委員会では、事務職員等も含めた全ての教職員

を対象にした「実施計画」を策定することで、働き方改革を推進し、実効ある多忙

化解消・負担軽減を確実に進め、学校教育の質の向上を図っていく。 

本市の現状としては、時間外在校等時間が月４５時間の超える教師の割合は以前

よりは減少しているものの、小学校で約２５％、中学校で約３３％（令和７年３月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点）となっている。 

目標には大きく２つあり、１つ目は時間外在校等時間の削減で、月４５時間以下

の教職員の割合を１００％に引き上げること、２つ目はワーク・ライフ・バランス

等に関する目標で、年間の年次有給休暇の使用日数５日以上の教職員の割合を１０

０％にすること等を目指している。 

計画の期間は、令和８年度から令和１１年度の４年間で、実施内容については、

国の示す「業務の３分類（①学校以外が担うべき業務、②教師以外が積極的に参画

すべき業務、③教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務）」を踏まえ業務の在り

方を見直し、業務負担の軽減を図る。また、教職員の健康及び福祉の確保について、

ストレスチェックの実施率１００％の達成、心身の健康相談窓口の設置等を行う。 

なお、本計画の着実な実行を図るため、市内各学校の教職員の在校等時間の状況

を把握し、市のホームページで公表するとともに、教育委員会及び総合教育会議に

おいても報告を行っていく。 

（議案は原案どおり可決） 

 

日程第２（議案第１０号）熊谷市星渓園条例の一部を改正する条例 

 文化財保護・市史編さん担当副参事から、本議案は、熊谷市星渓園条例の一部改

正、条文の新設等を行いたいため、提案するものであるとの説明があった。 

提案の背景・経緯については、星溪園は、昭和２９年の、市文化財名勝指定のの

ち、平成に入り、園内の３棟の建物及び庭園の整備がなされ、文化財として保存等

を行うとともに、主に茶道など日本的文化教養のための催しを行う施設としての利

用、活用がなされてきた。近年は、文化財保護法の改正により、文化財を保存する

だけではなく、活用することに大きく方向転換がなされたことから、その更なる活

用の可能性を検討するための社会実験として、今年度、「星溪園ガーデンカフェ」が

実施され、多くの来場者から、一定の評価を得ている。 

 今回の改正の主な点は、星溪園を引き続き、文化財として維持し保存するため、

他の教育委員会所管施設と同様に、「教育委員会の管理」を明示することと、星溪園

の存在価値をより高め、次世代への確実な継承を目指し、一層の活用を推進するた

め、教育活動や、まちづくり活動と連携し、地域の魅力向上に資する催しなど、利

用者の範囲の拡大を図るために、施設の「使用料の減免規定」を設けるものである。  

条例の変更箇所は、第３条として管理、第８条として使用料の減免を新設し、第

３条の管理に関連して、第４条、第５条、第６条、第１０条、第１１条について、

現行において「市長」としていた箇所を「教育委員会」に改め、また、条文の新設

に伴い、条文番号を改めるなどであり、施行期日は、公布の日とする。 

（議案は原案どおり可決） 

 



 

日程第２（議案第１１号）熊谷市立妻沼図書館の臨時休館日について 

 妻沼図書館長から、熊谷市立妻沼図書館の臨時休館日について説明があった。 

 熊谷市立妻沼図書館は、個別施設計画において、令和７年から令和１１年までの

間に大規模改修、令和２７年から令和３６年までの間に再配置をすることとしてお

り、このことから、令和６年度に大規模改修工事に係る実施設計委託を行い、令和

８年度に妻沼図書館大規模改修工事を実施するための事前準備を令和７年度中に

行う必要があることから、令和７年１２月市議会定例会で債務負担行為の補正予算

を可決いただき、令和８年度に大規模改修を実施する予算が担保された。現在、本

事業を含む令和８年度当初予算を３月市議会定例会に提案する段取りとなってい

る。 

 工事期間等のスケジュールは、令和８年５月中に、図書や什器等を同じ敷地内に

ある妻沼展示館の倉庫に一時移動し、６月から令和９年１月までを実際の工事期間

とし、令和９年２月に図書や什器等を戻す作業を行い完了となる予定である。本議

案は、令和８年５月１日から令和９年２月２８日までの間、妻沼図書館を臨時休館

とする必要が生じたことから諮るものである。 

工事の主なものとして、建築工事では、建屋の外では、屋上防水の改修、屋根塗

装の改修、外壁の改修、建屋内では、内壁、天井、床の改修、建具の交換等の改修

等を、電気工事では、高圧ケーブル等の交換、照明器具のＬＥＤ化及び増設、エレ

ベーター改修等を、設備工事では、空調設備改修、換気設備改修、給排水配管改修、

トイレの洋式化等を予定しており、今後３０年弱の間の施設の有効な活用及び利用

者が快適にご利用いただくために必要な改修内容としている。 

なお、臨時休館中における利用者へのサービスを継続する手段として、同じ敷地

内の、かつて市史編さん室があった妻沼展示館の事務室を借用し、妻沼図書館の窓

口機能の一部を移し、妻沼図書館所蔵の書籍以外の他館の図書の貸出や返却を行

う。 

また、妻沼図書館事業のおはなし会等については、妻沼中央公民館の会議室を借

用し、実施する予定としている。 

 令和８年４月と令和９年３月は、妻沼図書館での通常開館となり、令和８年５月

から令和９年２月までが、妻沼展示館で図書の貸出や返却を行う期間となるが、こ

の間は、熊谷市立妻沼展示館条例施行規則に合わせた開館日及び休館日となる。 

妻沼図書館 臨時休館に関する広報については、妻沼図書館はもとより他３図書

館内での掲示、市報や市ホームページ、熊谷市立図書館のホームページ、Facebook、

メルくま等で周知する予定である。 

（議案は原案どおり可決） 

 

 



 

（その他）後援等承認決定した事業一覧について 

教育総務課長から、令和８年１月１６日から令和８年２月１５日までに後援等承

認決定した事業が９件あったとの報告があった。 

 

日程第２（議案第６号、１２号及び１３号）非公開 

（議案は原案どおり可決） 

 

ほかに報告はなく、教育長の宣言により、令和８年３月定例熊谷市教育委員会を

閉会した。 

 

 

 

（１５時１５分 閉会） 

 

 署名     教育長   渋谷 昌美      

 

                   委 員   小林 敏宏      

 

 

 

 


